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法人所得税のオンライン申告時におけ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

法人所得税をオンライン申告する

場合、所定の要件を満たすと監査

済み財務諸表の提出は不要になり

ます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法人所得税をオンラインで申告する場合、監査済み財

務諸表は、決算日から150日以内に法人所得税のオン

ライン申告書と同時にオンラインで提出することが求め

られています。これは、2016年2月25日に監査済み財

務諸表の提出期限をむかえた会計期間から適用されて

います。

さらに、2018年4月27日付の歳入局長通達第3号により、

法人所得税のオンライン申告時の監査済み財務諸表

のオンラインでの提出期限が8日間延長されました。こ

の通達は、2018年5月31日から2019年1月31日の間に

財務諸表提出期限をむかえる会計期間に適用されます。

2018年5月30日までに提出期限をむかえる会計期間

に係る監査済み財務諸表については、書面による提出

も認められていましたが、延長期間は以前に発行された

歳入局長通達にしたがって8日間延長でき、2018年6

月7日までになります（以前に発行された歳入局長通知

の詳細はTax Newsletter, Issue no.2/2017の4.1を参

照ください）。

また、2018年4月27日付の所得税に関する通達第 318

号によると、監査済み財務諸表を商務省事業開発局の

ウェブサイトから既にオンライン提出を行っている場合、

歳入局ウェブサイト（www.rd.go.th）を通した監査済み

財務諸表のオンラインでの提出は不要になります。この

規則は、2017年1月1日以降開始会計期間より適用され

ます。
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書面で法人所得税の申告を行う場合には、従前通り申告時に税務申告書と監査済み財務諸表の提出が求められます。
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